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逐
年
噌
大
す
る
互
額
な
る
敬
育
愛

（
既
往
の
趨
勢
）

教
育
財
政
に
就
て
御
話
を
す
る
に
は
、
警
の
機
構
慧
行
政
の
運

應
曲
す
る
こ
と
を
併
せ
て
設
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
が
、

今
日
の
如
く
分
化
夜
逹
し
た
各
方
面
の
事
柄
に
一
旦
り
て
詳
細
に
説
明
す

る
こ
と
は
，
時
間
の
関
係
上
之
を
許
し
ま
せ
ぬ
の
で
何
れ
詳
論
細
説
は

別
の
様
含
に
痕
る
こ
と
上
致
し
，
此
度
は
数
育
財
政
の
槻
勢
と
其
の
現

歌
の
概
製
と
に
就
ど
て
、
極
く
投
談
的
に
御
話
申
上
げ
る
こ
と
ミ
致
し

た
い
と
存
じ
ま
す
。

敬
育
財
政
と
首
ふ
の
は
数
育
と
云
ふ
仕
事
に
伴
ふ
園
や
坤
方
固
懐
の

歴
登
如
何
様
に
な
っ
て
居
る
か
、
叉
如
何
様
に
し
て
其
の
喪
用
が
賄

は
れ
て
居
る
か
と
言
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。
凡
そ
仕
求
に
は
筵
殺
を
伴
ふ

就
い
て

“ト‘,
`
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の
が
普
通
で
あ
り
、
仕
事
が
手
廣
く
複
雑
に
な
り
蛮
逹
す
れ
ば
す
る
程

共
の
専
梁
に
伴
ふ
綜
賽
が
膨
脹
し
て
参
る
姦
は
自
然
の
坦
勢
で
あ
り
ま

す
°
殊
に
我
が
國
の
教
育
は
、
明
治
維
新
開
國
辿
取
の
遠
大
た
る
脚
始

の
下
に
計
樅
賀
施
せ
ら
れ
、
其
の
後
敬
十
年
間
に
非
常
な
る
蛮
逹
を
遂

げ
驚
く
ぺ
き
躍
進
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
数
育
の
呼
及
嶺
逐
が
園
力

の
培
進
の
土
奎
と
な
り
、
國
力
の
増
進
が
又
数
育
の
振
興
を
促
進
し
て

相
互
に
因
果
の
靱
係
を
成
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
て
．
之
を
放
育
裁

の
膨
脹
の
跡
を
辿
つ
て
眺
め
て
見
ま
し
て
も
懸
者
に
覗
は
れ
る
の
で
あ

一
り
ま
す
。
今
弦
に
國
袈
帥
ち
文
部
省
所
管
の
網
贅
に
就
い
て
同
想
し
て

見
ま
し
て
も
相
嘗
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
明
治
維
新

開
國
の
皇
瞑
に
基
き
ま
し
て
、

西
来
の
陪
習
を
改
め
、
知
識
を
世
界
に

求
め
、
数
育
を
扱
興
し
て
捌
選
を
扱
起
す
る
方
針
の
下
に
、
明
治
五
年

に
翠
制
が
頒
布
せ
ら
れ
い
明
治
政
府
は
非
常
な
る
決
心
を
以
て
一
般
の

数
育
の
将
及
と
指
導
者
の
杢
成
に
溶
手
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、鴬
時
．

文
部
省
の
絲
算
は
囲
二
十
寓
回
で
、
明
治
二
十
七
八
年
の
日
清
戟
役
頃

迄
は、

符
年
百
萬
固
寮
を
終
始
持
絞
し
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る

に
、
日
箭
戦
役
後
に
於
い
て
は
，
戦
後
の
経
登
と
図
力
の
進
歩
に
伴

ひ
、
明
治
一二
十
年
盗
に
は
五
六
百
寓
圃
に
な
り
、
又
日
露
戟
後
の
明
治

四
十
缶
索
か
ら
大
正
の
初
期
に
か
け
て
は
、
之
が
一
千
萬
叫
益
と
な
り
、

大
J
E
十
一
翌
年
頃
に
は
途
に
一

億
讐
寧
に
上
り
、
昭
和
の
時
代
に
於
い

て
、
賞
に
一
億
四
五
千
萬
向
邸
楽
に
速
し
、
今
日
に
及
ん
で
居
り
ま
す
。

之
を
面
総
闘
斎
の
函
に
比
較
す
れ
ば
、
文
部
省
豫
募
だ
け
で
も
賀
に
百

＂着数
十
倍
に
た
つ
て
尼
り
ま
す
。

明
治
二
十
七
年
頃
の
本
省
料
我
（
文
部
省
自
憫
の
経
費
）
が
十
二
三
萬

閲
、
官
立
學
校
支
出
金
が
七
八
十
萬
園
で
あ
り
≫
明
治
三
十
七
年
頃
の

一

＊
省
致
が
四
十
萬
固
窯
，
宵
立
學
校
支
出
金
が
二
百
六
七
十
萬
回
荼
で

あ
り
ま
し
た
が
．
今
日
、
本
省
我
が
約
二
百
五
十
萬
制
で
あ
り
、
官
立
學

校
支
出
金
は
一i
i
千
萬
園
を
超
へ
る
と
香
ふ
瓶
況
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。

他
方
地
方
教
育
残
帥
ち
府
縣
市
町
村
の
教
育
炭
に
改
し
ま
し
て
も
，

明
治
二
十
七
年
頃
は
総
額
一
千
商
岡
‘-
-
i
十
七
年
頃
は
三
千
三
百
萬
園
、

大
正
二
年
頃
は
七
千
六
百
萬
卸
、
同
十
二
年
頃
は
三
億
六
千
甜
園
、
昭

和
十
年
に
は
四
億
五
千
萬
闊
と
言
ふ
様
に
明
治
二
十
七
年
頃
を
基
準
と

し
て
見
ま
す
る
と
。
十
年
後
に
は
三
依
以
上
に
，
次
の
十
年
後
に
は
七

倍
半
と
な
り
、
班
に
十
年
を
過
ぎ
れ
ば
賀
に
三
十
六
倍
に
、
最
近
は
四
十

倍
以
上
と
逐
年
膨
脹
し
て
参
っ
た
事
を
見
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

同
様
に
固
衆
と
地
方
喪
と
の
闊
係
に
於
き
ま
し
て
も
非
常
な
膨
脹
を

為
し
て
居
り
ま
す
。
其
の
i
例
を
申
し
ま
す
れ
ば
御
承
知
の
冠
限
制
頒

布
の
際
全
國
を
八
大
邸
芯
細
に
分
け
、
一
大
紐
祗
に
三
十
二
中
學
9
四
、

一

中
梨
匝
を
二
百
十
小
椋
抵
に
分
ち
、
其
の
教
育
施
設
を
全
う
し
て
行
か

う
と
首
ふ
遠
大
な
る
数
宵
計
哉
が
樹
立
せ
ら
れ
、
小
祭
の
普
及
を
促
進

せ
し
め
人
口
十
三
高
人
に
一
中
學
校
、
人
口
六
百
人
に
一
小
卑
校
を
設

け
、
全
固
に
て
五
萬
三
千
七
百
餘
の
小
揆
校
の
呼
及
を
認
っ
た
の
で
あ

り
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
誠
に
厖
大
な
る
数
育
計
要
が
其
の
嘗
時
考

へ
ら

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
様
な
大
計
痰
に
依
り
小
率
数
存
の
普
及
と
計

っ
た
明
治
六
年
以
来
十
二
年
頃
迄
は
文
部
省
躁
算
に
於
い
て
小
撃
校
補

助
金
と
し
て
三
四
十
萬
岡
か
ら
六
七
十
茂
薗
支
出
せ
ら
れ
て
居
た
の
で

あ
り
ま
す
が
，
今
日
，
義
務
数
育
聾
國
庫
負
樅
金
と
し
て
図
庫
か
ら
市

町
村
に
交
付
せ
ら
れ
る
金
額
は
宜
に
八
千
五
面
萬
圏
に
上
り
、
I
E
に
百

五
十
倍
か
ら
二
百
倍
近
く
の
分
術
を
致
し
て
屈
る
諜
で
あ
り
ま
す
。

斯
様
に
國
費
、
地
方
費
及
共
の
相
互
の
関
係
に
於
い
て
教
育
費
が
著

し
い
躍
進
を
示
し
て
居
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
ま
す
。
固
よ
り
斯
る
現

象
は
國
防
、
産
業
、
菩
察
、
土
木
≫
衛
生
其
の
他
種
々
の
紐
表
に
付
い

文
部
省
普
通
楼
務
局
長

菊

池

我
が
國
に
於
け
る
教
育
財
政
に

豊

郎
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萬
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が

、

計
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の
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す

咬

勿

論

相

互

の

間
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補
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等
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よ
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や

り

と
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の
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す
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計
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言
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へ
＂
（

大

恨

昭

和

九

年

度

決

功

に

依

る

。

以

下

M

じ

）

そ

と

で

、

こ

の

國

党

と

池

方

袋

夫

々

の

数

育

費

が

、

如

何

様

な

る

か

、

n又
こ

属

地

方

咲

相

亙

間

の

開

連

が

如

何

様

に

な

つ

て

居

る

か

を

吟

味

す

る

こ

と

が

必

要

と

な

っ

て

参

り

ま

す

。

園

費

数

育

闊

係

の

國

費

は

形

式

的

に

中

せ

ば

文

部

省

所

怜

の

豫

翌

計

上

せ

ら

れ

て

居

見

鍔

揺

臨

時

を

令

せ

て

約

一

位

七

千

七

百

儡

で

あ

り

ま

す

。

此

の

内

閥

を

申

し

ま

す

と

文

部

本

塁

が

約

二

百

葦

篇

、

地

方

璽

倦

窟

慰

す

る

慇

品

の

助

成

仙

助

盆

翌

と

し

て

地

方

関

憬

に

交

付

す

る

金

額

が

約

一

億

一

千

萬

閂

大

贄

襄

臨

聾

館

等

へ

の

政

府

器

出

會

約

旱

魯

篇

繋

其

の

愛

る

も

の

で

あ

六
干
四
I
i
梃
闘

（たハ
•i-
、
祝
二
四
、
八
六
H
四
）

似

一

千

八

百

流

岡

(

i
-
i

l

八

、

弓

八

0、
五

一

七

閥

）

す

る

と

．

國

庫

が

逝

府

縣

が

1

低
l

午
訟
5

回

(

i

-
0、
H
―

一

七

、

0
七

i

―
-
g

)

E

芦
．
．
 ，
 

．

．

 
，
←
．

`
.
I

＇

~
ぃ
ヽ
1
1
!

9’ 

i

低

，

p

t

ヤ

・

王

百

洪

団

（

一

・

烹

ハ

、

こ

脊

四

一

四

堕

J
い

e
,

サ

て

も

固

様

で

あ

り

ま

し

て

、

獨

り

教

育

突

だ

け

が

殖

へ

た

の

で

は

な

く

、

叉

各

年

の

比

較

を

誘

す

に

就

い

て

も

、

物

慎

等

の

相

異

に

よ

っ

て

正

蹄

を

期

す

る

事

は

困

難

で

は

あ

り

ま

サ

う

が

う

大

観

し

て

共

の

脳

脹

は

葱

く

べ

き

も

の

が

あ

る

と

官

ふ

べ

き

で

あ

り

ま

す

。

之

は

つ

王

と

し

て

明

沿

以

来

の

開

罰

進

取

の

大

方

針

に

よ

り

A

又

我

か

醐

が

幾

度

か

図

を

賭

す

る

様

な

捌

維

に

遮

遇

し

、

戦

後

の

経

螢

と

し

て

園

力

の

褒

展

を

考

ふ

る

緑

に

、

常

に

致

育

に

依

る

國

策

に

、

い

と

を

砕

い

た

國

民

的

努

力

を

物

隠

る

も

の

と

見

る

べ

き

で

あ

り

ま

す

°

之

と

共

に

文

化

の

疲

達

界

術

の

進

知

に

連

れ

て

敬

育

の

仕

事

の

稲

類

も

幅

も

複

雑

さ

も

非

常

に

瑶

し

て

来

た

事

を

も

物

語

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

.̀
 
今

、

珠

校

欲

育

だ

け

に

付

い

て

見

ま

し

て

も

、

昭

和

十

年

＿

二

月

現

在

～

に

於

き

ま

し

て

、

我

が

國

の

小

祭

校

よ

り

大

際

に

至

る

各

種

の

感

校

は

一

馨

四

甕

雷

三

十

八

認

共

の

生

徒

竺

千

四

百

萬

人

を

超

へ

て

一

繋

ま

す

3
雙

乏

を

繁

が

國

の

人

口

、

戸

唇

覧

す

れ

ば

鷹

五

｛

人

に

一

人

、

一

戸

匹

・

人

は

忽

に

い

そ

し

ん

で

居

る

諜

で

、

弗

制

頒

布

一

詣

時

の

理

想

脚

ち

「

邑

に

不

駆

の

戸

な

く

家

に

不

學

の

人

注

ら

し

む

る

」

．

期

待

は

泥

に

数

に

於

い

て

宜

現

を

ら

れ

て

居

る

と

中

し

て

r且
し

く

、

数

育

皇

笈

極

め

て

著

し

い

も

の

が

あ

る

の

で

あ

り

ま

す

。

｝

さ

て

斯

様

に

放

育

の

玲

屈

紀

伴

ひ

ま

し

て

、

↓

合

に

要

す

る

続

我

は

如

何

な

熟

況

に

な

つ

て

屈

る

か

内

繹

に

人

つ

て

観

察

し

て

見

た

い

と

思

ひ

文

部

呻

報

悌

五

百

七

十

八

絞

中

等

敬

育

費

は

≫

五

千

五

百

萬

園

師

範

學

校

費

一

千

萬

図

、

盲

啜

<(・

五

ま

す

。数

育

袈

と

申

し

ま

す

る

中

に

は

、

祭

校

に

要

す

る

経

費

の

外

所

謂

ー

祉

會

敬

育

の

た

め

の

経

費

と

か

、

或

は

學

薮

に

闘

す

る

経

費

と

か

、

色

々

の

も

の

が

あ

り

ま

す

が

、

共

の

中

大

部

分

を

占

む

る

も

の

は

巾

す

ま

で

も

な

く

榮

校

に

要

す

る

縦

袈

で

あ

り

ま

す

。

教

育

聟

の

現

款

敬

育

楔

構

と

敬

育

菱

の

裸

成

鼓

に

今

―

つ

申

上

げ

て

醤

き

た

い

寧

は

，

明

治

政

府

以

来

教

育

涎

螢

上

、

恨

例

的

に

定

め

ら

れ

た

一

の

方

針

が

あ

り

ま

す

。

抑

ち

敬

育

を

以

て

國

家

の

癖

業

と

し

て

、

隣

家

に

於

い

て

ク

J

を

管

理

紐

愕

し

て

屈

る

の

で

あ

り

ま

す

が

、

或

る

部

分

は

之

を

道

府

縣

又

は

市

町

村

に

委

任

し

、

或

は

私

人

の

艦

唸

を

認

む

る

の

建

前

を

採

り

二

塁

は

必

要

危

屡

雰

嗅

助

羹

励

等

を

為

し

て

居

り

ま

す

。

今

少

し

詳

し

く

申

す

な

ら

ば

、

．

學

校

数

育

に

於

い

て

大

蕊

高

等

専

門

敦

育

は

大

燈

國

家

自

ら

こ

れ

を

続

笹

し

、

中

等

数

育

は

大

儘

府

縣

に

≫

初

筍

教

育

は

市

町

村

に

、

共

の

続

壼

羞

ね

ら

れ

て

居

る

の

で

あ

り

昧

万

斯

様

な

闘

係

上

、

我

が

國

の

敬

育

費

に

は

國

費

に

麗

す

る

も

の

と

地

方

喉

に

崩

す

る

も

の

と

私

人

の

支

辣

に

凰

す

る

も

の

と

あ

る

諜

で

あ

り

ま

す

．＂

今

、

こ

の

教

育

袈

の

計

上

せ

ら

れ

て

居

る

仕

認

に

よ

っ

て

大

覇

し

ま

り

ま

す

。

故

に

一

般

會

計

と

特

別

會

計

と

を

併

せ

，

其

の

政

府

支

出

金

を

総

除

し

て

純

計

し

ま

す

と

、

國

痰

と

し

て

腺

算

に

計

上

せ

ら

れ

て

居

る

金

額

は

一

億

七

千

七

百

萬

回

と

言

ふ

専

に

な

る

の

で

あ

り

ま

す

。

地

方

費

り

ま

す

。

）

次

i

t

L

地

方

賓

は

ど

う

か

と

申

し

ま

す

と

≫

府

縣

姿

と

市

町

村

費

と

あ

る

こ

と

は

御

承

知

の

通

で

あ

り

ま

す

が

、

道

府

縣

に

厖

す

る

殺

育

費

は

、

約

一

億

一

千

萬

園

で

，

道

府

縣

歳

出

総

額

の

約

二

割

二

分

を

占

め

、

此

の

内

初

等

数

育

保

は

三

千

百

萬

閂

（

之

は

、

手

と

し

て

小

睾

校

数

員

恩

給

補

充

費

と

小

嬰

贅

住

宅

補

助

、

小

~-.ヘ---~~―—―-~---- - -.. .―ー＿ ーー＾＾— —_~-·--·~~~—·—--- - - -

ま認百れ月LJ穿
す熙；媒．る令校文

°校恒l政計専部
はと府が門省

此を支特學直

の以出に校認

五て金設等の

千共三けの耀

七 の千ら経槃

百繹五れ贅校

萬渋百ては＇

側が寓‘啓｝郎

を起園 1.i校‘ち
以理とにの帝

てせ特述遵國

紐ら別ぺ礎大

営れ舎たを榮

せて計一翠を

ら居自般固始

れり憬舎ため

・て まの計ら官

届す諸かし立
るゞ牧らむの

関部入繰る大

でち―入為撥

あ官i::.:A't •··;泊j
り立二ら特等

熙

兒

庶

就

學

奨

励

袈

補

助

、

数

育

資

金

数

晨

加

俸

資

金

繰

入

金

等

で

あ

四
地

方

費

に

は

道

9

1
.

、;
'し
・：1

.

.

.

.
 9
が
、
よ



数
育
費
百
二
十
萬
回
、
其
の
他
の
教
育
焚
（
例
へ
ば
背
年
訓
諫
所
、
宵

年
園
、
固
魯
館
、
幼
稚
闊
、
共
の
他
の
経
毀
）
約
九
百
抵
圃
等
で
あ
り

ま
す
。

れ
が
閑
に
於
け
る
政
育
財
政
に
就

い
て

C
.
L...
H
r.“

‘

 

.

!

,
;'

|
 
.

.

 

T
'
 

‘、

が
た
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
全
固
教
育
炭
総
額
の

約
七
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
む
る
初
辱
拉
に
中
等
数
育
に
要
す
る
経
焚

の
大
部
分
が
地
方
の
負
捲
疋
な
っ
て
届
る
こ
と
に
因
る
の
で
あ

り
ま

す
。

文
部
時
祁
第
五
百
七
十
八
披

と

，ゞ
↓

松
，
 ｀
 

（
其
の
也
の
数
育
）

社

會

紀

宵

各
憩
学
校
等

盲
咬
数
育
に

師
範
数
育
に

高
等
数
育
に

中
等
殺
育
に

初
等
孜
育
に

i
 
‘ヽ’ 
r'
コ
；
1

，

ヽ

七 j
、.

(
=i
o
o、
八
八
六
、
七
七
六
回
）

約

一

低

n

こ
0
0
叫
0
七
、
0
王
九
閲
）

約
八
千
六
百
滋
闘

（
八
町
、
五
―

―-i
、
五
八
四
回
）

約

一

(

1

0

、
九
五
九
、
i
――――
一七
闘
）

約（
一
、
九
―
―
_
-
、七
三
二
同
）

約
千
＝
＝
―
百
萬
回

(-i-
-、
六
六
八
、
八
五
四
回
）

約
―
―
―
千
八
百
涎
回

（
三
八
、
Q
i
―
―
一
、
l

l

l

l

l

i!§
)

図
緊
と
地
方
費
と
の
相
互
関
係

次
尺

市
町
村
慇
品
を
見
・
ま
す
る
に
、

5
篇

三

低

一
千
八
百
萬
迎
一

で
あ
り
ま
し
て
＞
市
町
村
靡
紬
唇
約
二
削
四
分
を
占
め
て
届
り
、
一

翡

g

嚢

嘉

は

二
億
七
孟
袖
で
、
総
額
の
約
八
割
八
分
に
姦
｛

り
、
中
等
数
育
毀
約
―
i
i
千
寓
固
后
柿
を
含
む
）
。
共
の
他
の
殺
百
投
は

一
千
八
百
戒

即

で

あ

り

ま

す

。

一

結
額
逼
翌
以
上
の
外
に
、
懇
蔀
慕
の
経
我
が
あ
り
ま
し
て
≫
{

翡

を

組

括

し

羹

塁

嚢

総

額

は

約

六

億

六

千

篇

に

な

る

の

で

あ
り
ま
す
。
然
し
乍
ら
、
埠
方
園
憫
及
び
私
立
麿
罰
の
支
出
し
た
一

経
痰
中
に
は
、
國
邸
又
は
上
級
地
方
幽
恨
よ
り
の
袖
助
金
交
付
金
等
の

牧
入
に
基
い
て
支
緋
し
た
る
金
額
を
令
ん
で
届
る
の
で
あ

り
ま
す
か

一

ら
、
此
等
庶
複
す
る
金
額
を
控
除
い
た
し
走
す
と
、
全
同
教
百
費
の
純

計
額
は
，
先
杞
違
へ
、
ま
し
た
や
う
に
五
億
五
千
萬
回
に
な
る
の
で
あ
り

i

ま

す

°

で

あ

り

ま

し

て

、
流
石
に
初
等
政
育
贅
は
最
も
多
く
、
総
額
の
五
十
五

翡

警

塁

讐

繋

國

の

人

口
及

び

戸

唇

覧

娑

し

ま

す

｛

パ

ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
居
り
ま
す
。

と
一
人
裳
約
八
回
，
一
戸
常
約
四
十
二
岡
に
た
る
の
で
あ
り
ま
す
。

｀

次
に
、
見
方
を
採
し
ま
し
て
、
．
此
の
全
拗
数
育
探
五
伍
五
千
萬
園
が

数
育
の
菰
類
別
に
如
何
や
う
に
支
I
l
l
ぜ
ら
れ
て
屁
る
か
を
見
ま
す
る

千

漠

闘

――
―
出
葛

四
弱

以
上
述
べ
ま
し
た
所
に
よ
り
て
御
惑

じ

に
な
る
こ

と

A
存
じ
ま
す
が
、
大
世
〖
竺
の
國
庫
よ
り
も

5

小
世
帯
の

・

地
方
の
方
が
数
育
裁
を
よ
り
多
く
鋲
招
し
て
ゐ
る
の
は
一
見
奇
異
の
感

尚
此
の
制
度
に
は
、
淡
力
が
蒋
弱
で
負
路
の
過
璽
た
る
市
町
村
に
は

特
に
交
付
金
を
増
額
交
付
す
る
こ
と
ヽ
し
て
居
り
ま
す
か
ら
、
此
等
の

市
町
村
中
に
は
・
小
登
校
数
員
倅
給
の
九
割
以
上
の
交
付
を
受
け
る
も
の

が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

農
名
と
地
方
費
と
の
交
渉
闘
保

斯
檄
に
地
方
殊
に
市
町
村
の
教
育
費

其
の
外
、
小
皐
校
数
員
に
し
て
短
期
現
役
兵
と
し
て
服
役
す
ろ
者
の

の
災
掠
は
相
常
多
く
、
岱
に
自
治
盟
の
臨
稼
に
宜
黙
を
加
へ
つ
A

あ
る
服
役
中
の
倅
給
は
、
全
額
之
を
園
庫
に
於
い
て
負
招
（
昭
和
十
一
年
度

の
で
あ
り
ま
し
て
、
と
4

に
地
方
の
教
育
事
業
に
封
し
て
翻
家
が
＾
f
J
姥
二
十
八
寓
回
）
を
致
し
て
居
り
ま
す
。
此
等
は
主
と
し
て
、
市
町
村
及

助
成
袖
助
を
な
す
こ
と
が
必
要
に
し
て
仙
く
べ
か
ら
ざ
る
所
以
が
あ
る
び
小
槃
絞
数
只
に
封
す
る
助
成
施
設
で
あ
り
ま
す
が
、
小
跛
狡
兒
宝
に

の
で
あ
り
ま
す
。

封

し
て
も
就
誤
奨
励
に
闘
す
る
諸
種
の
教
育
奨
励
施
設
（
昭
和
十
一
年

今
、
闊
又
は
府
縣
等
に
於
け
る
斯
槌
の
助
成
奨
励
施
設
の
一
端
を
申
度
糾
常
五
十
窯
園
、
臨
時
六
十
六
萬
園
）
の
あ
る
こ
と
は
御
承
姉
の
通

上
げ
ま
す
と
、
先
づ
市
町
村
に
於
け
る
袈
務
数
育
我
の
共
捨
を
軽
減
緩

一
で
あ
り
ま
す
。

和
し
、

一
面
小
誤
校
激
員
の
待
遇
を
改
苦
し
て
、
義
紡
数
育
の
改
善
振
次
に
逍
府
縣
に
甜
す
る
助
成
施
設
と
し
ま
し
て
は
）
道
府
縣
が
小
學

興
を
促
さ
ん
が
為
に
、
大
正
七
年
市
町
村
義
粒
激
育
探
國
廊
負
捻
法
が
校
数
艮
及
公
立
中
等
槃
校
職
兵
の
加
俸
を
負
採
し
て
居
り
ま
す
の
で
、

制
定
せ
ら
れ
、
i
母
年
國
庫
か
ら
一
千
萬
回
を
支
出
し
て
市
町
村
立
窃
常

其
の
緑
袈
を
補
助
す
る
た
め
現
在
合
計
三
百
十
六
萬
園、

師
範
数
育
改

小
卑
校
敬
負
俸
給
に
要
す
る
短
贅
の

一
部
を
園
庫
に
於
て
貨
婚
す
る
の
宅
充
賀
の
為
二
百
三
十
萬
園
、
又
寄
年
敬
官
奨
励
の
為
、
現
在
約
＝
―
-
百
幽

制
度
が
定
め
ら
れ、

爾
来
数
員
倅
給
の
珀
加
に
伴
ひ
國
廊
支
出
金
も
漸

十
萬
園
を
捕
助
し
て
居
り
、
其
の
他
貿
莱
数
育
の
振
興
（
一
八
八
、
二
五

次
増
額
せ
ら
れ
、
親
在
で
は
八
千
五
百
藻
圃
に
た
つ
て
届
る
の
で
あ
り

0
固
）
の
た
め
の
補
助
金
等
と
も
支
出
致
し
て
居
る
吹
第
で
あ
り
ま
す
。

ま
す
。
斯
く
し
て
義
務
数
育
に
携
る
数
員
の
俸
給
一
億
七
千

五

百

禽

園

以

上

の
如
く
し
て
、
學
校
数
育
‘
註
合
数
育
を
併
せ
、
國
庫
か
ら
道
府

の
約
牛
額
に
相
営
す
る
も
の
は
、
現
在
岡
駆
が
鋲
姐
し
て
居
る
の
で
あ
縣
市
町
村
等
に
交
付
せ
ら
る
＼
金
額
は
，
綿
計
約
ご
ぼ
閲
を
超
え
る
事

り
ま
す
。

と
た
る
の
で
あ
り
ま
す
。
之
が
先
程
申
し
ま
し
た
様
に
苺
年
文
部
省
の

約

億

四

六

七
•
O

-•O 0
四

二
•
O

一
六
•
O

一
八
•
O

/
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我
が
閥
に
於
け
る
数
宵
財
政
に
就
い
て

と
共
に
，
盆
々
増
大
の
勢
に
あ
る
も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り

ま
す
。
数
育
は
詔
政
の
根
本
で
あ
る
と
言
は
れ
て
尼
り
ま
す
今
日
、
内

外

非

常

の

時

農

喜

し

、

ラ

塁

を

培

容

し
、
凩
力
衰
展
の
翡
一

を
坪
ふ
為
に
は
、
数
育
痰
の
増
大
す
る
こ
と
は
必
至
の
情
勢
に
あ
る
と

骨
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
し
、
又
斯
の
如
き
闊
寂
祉
倉
の
壼
展
の
為
に
必

p
”
 

塁

ゑ

爵

の

支

出

は

、
決
し
て
惜
し
む
ぺ
き
で
は
た
か
ら
う
と
恩
ひ

｛

ま
す
が
、
之
と
共
に
吾
々
が
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
数
育
者
が
常
に

奏

晶

心

と

理

解

と

を

以
て
國
及
地
方
の
経
涸
力
と
云
ふ
も
の
を
考
一

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
前
申
上
げ
史
し
た
様
に
、
今
日
巳

に
教
育
費
ほ
相
窃
臣
額
に
上
つ
て
居
る
こ
と
を
念
頭
に
岱
き
、
努
め
て

殺
育
費
の
合
理
化
を
圏
る
と
共
に
、
仮
令
一
錢

一
厘
と
雖
も
、
之
を
有
｛

放
に
使
用
し
、
数
宵
述
用
の
能
率
を
十
分
褒
掠
し
て
、
最
大
の
数
育
奴
一

果
と
慇
げ
る
こ
と
を
努
力
工
夫
し
、
演
に
数
育
奉
公
の
誠
を
致
し
、
國
一

渾
の
進
朕
に
寄
典
す
る
事
を
慇
育
者
の
信
念
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

｛

と
を
痛
感
い
た
す
の
で
あ
り
ま
す
。
（
昭
和
十
二
年
二
月
十
九
＂ラ

ヂ
オ
放

'

-

＇ 

ー

1

1

,
'

，
＇ 

女
部
時
報
第
五
百
七
十
八
駿

か
・

．
 

(
 

諒
算
に
組
ま
れ
て
届
り
、
採
算
総
額
の
約
六
割
に
及
ぶ
の
で
あ
り
ま

r
o
 

牧
入
の
問
類

くりジ

九

9

,'
`
 

＇ 

＇ 
.
9
 

埼
大
す
る
傾
向
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
-
>
之
が
又
財
政
営
路
者

の
常
に
頭
を
悩
ま
す
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
後
の
紐
幣
と
数
育
者
の
総
悟

以
上
逗
へ
た
様
に

祠

庫
地
方
究
を
通

じ
て
、
各
租

i

の
警
書
を
遂
行
す
る
上
羹
大
の
歴
翠
羞
す
る
の
で
あ
り
ま
す
一

が
，
其
の
経
費
は
如
何
に
し
て
賄
は
れ
て
居
る
か
と
言
ふ
こ
と
を
考
へ
唯
今
迄
申
達
へ
を
所
に
よ
り
、
醐
及
地
方
唇
胄
魯
財
政
の
慨
誂

る
と
、
文
部
省
艮
u
の
旗
脳
恩
校
則
ち
{

H

立

の

大

學

嘉

學

校

、
琳

一
を
眺
め
て
預
け
た
か
と
存
じ
ま
す
が
、
扱
此
の
教
育
費
は
今
後
如
何
様

門
際
校
等
は
既
述
の
迎
特
別
合
計
を
設
け
ら
れ
て
、
授
業
料、

病
院
牧

一
の
趨
勢
を
辿
る
で
あ
ら
う
か
と
考
へ
ま
す
と
、
今
後
益
々
培
大
す
る
勢

入
、
涸
咽
林
牧
入
等
の
認
牧
入
と
、
政
府
支
出
金
と
を
以
て
賄
は
れ
、

一
に
あ
る
と
申
さ
ね
ば
た
り
ま
せ
ん
。
現
に
義
務
数
育
で
あ
る
小
卑
校
に

又
地
方
数
背
毀
に
於
い
て
は
、
授
棠
料
等
の
牧
入
の
外
＞
上
級
薗
慎
よ
就
い
て
見
ま
し
て
も
、
年
々
人
口
培
加
に
伴
ひ
毎
年
四
千
學
級
以
上
は

り
交
付
せ
ら
れ
る
補
助
金
共
の
他
の
交
付
金
等
の
牧
入
を
以
て
賄
は
れ
否
で
も
應
で
も
培
加
す
る
。
従
つ
て
仮
に
i
睾
級
鴬
経
常
痰
を
千
園
餘

る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
全
慌
を
油
じ
て
授
業
料
の
牧
入
は
左
程
大
な
る
と
見
秋
り
ま
し
て
も
、毎
年
網
常
蛮
だ
け
で
も
四
、
五
百
藻
闘
は
埒
加
す

も
の
で
な
く
、
柿
助
金
等
の
牧
入
の
如
き
も
，
多
く
を
期
待
す
る
こ
と

る
。
叉
之
に
伴
ふ
臨
時
費
部
・
ち
建
築
裟
等
の
為
に
、

全
罰
に
百
i
b
相
常

は
困
雖
の
為
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
従
て
共
の
餘
の
財
源
は
即
巨
額
の
経
衣
が
必
災
で
あ
り
、
之
は
起
佼
と
た
っ
て
後
年
に
負
控
を
及

ち
國
及
地
方
の
辰
租
税
牧
人
等
を
以
て
支
辣
芸
ね
ば
な
ら
ぬ
。
覧
、

ぼ

す

諜
で
あ
り
ま
す
。
而
も
義
務
整
育
と
し
て
何
は
差
措
い
て
も
，
此

地
方
税
殊
に
市
町
村
の
戸
数
割
等
が
翠
培
大
し
て
、
市
町
村
民
の
貧
一
の
必
要
な
ゑ
屡
は
齋
し
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。

尚
國
民
の
向

挽
過
誼
，
町
村
疲
弊
の
翌
が
大
き
く
な
っ
て
参
つ
て
届
る
の
で
あ
り
ま
禁
ヽ
心
の
向
上
に
伴
ひ
、
中
等
数
百
以
上
の
施
設
と
も
考
へ
ね
ば
な
り
ま

す
。
又
地
方
に
於
い
て
、
際
校
の
新
梨
埒
改
築
を
為
す
揚
合
の
如
き
は
、
〉
せ
ん
し
、
叉
國
民
姿
質
向
上
の
見
地
よ
り
沓
年
数
育
の
充
度
は
恨
界
の

一
時
借
金
を
以
て
捗
ち
起
伐
に
よ
り
て
賄
つ
て
多
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之

ー
大
勢
で
あ
り
ま
す
。
之
と
共
に
二
成
の
社
食
激
育
も
、
更
に
進
ん
で
邸

が
又
年
条
和
9

品
の
額
に
上
る
の
で
あ
り
ま
す
。

此
等
の
事
惜
に
よ
り
ま
術
研
究
の
奨
勘
施
設
も
考
へ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
e

し
て
数
育
我
を
支
耕
す
ろ
銹
に
一
般
人
の
租
税
其
の
他
の
鋲
掠
は
盆
々
斯
様
に
考
へ
て
参
り
ま
す
と
、
敬
育
贅
は
批
合
の
進
歩
文
化
の
猾
逹

八~

ぶ
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省
行
政

＿
＿
闊
ス
ル
法
令
蚊

二
諧
般
ノ
施
設
事
項
ヲ
周
知
セ

シ
ム
ル
ト
共

ニ
所
狩
ノ
行
政
及
教
育
槻
脳
祁
ノ
騒
絡
提
携
二
使
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
日
的
ト
ス

こ
一
内
容
本
時
報
登
戟
事
項
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大
要
左
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如
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詔

粧

勅

怒

法

律

f
9

勅

令

閣

令

省

令

゜
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告

示

告

設

音
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時

間
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指

令
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例

了

）

魯
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例
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又
；

）

ル

モ

ノ
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叙
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芯
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話
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・

研

究

調

査

統

計

事

公

告

窃

沢

ト
＇
二
l

l

編

纂

文

部
時
報
緩
築
ノ
為
編
築
ふ
最
長
泣
縞
慕
委
晨
若
干
名
ヲ
罹
ク

一

編

繰

委
員
兵
ハ
斎
ぃ
課
袋
ヲ
以
テ
之
二
李
墨
委
員
ハ
文
狩
謀
負
r
t
t
コ
リ
之
ヲ

晋
―
盪

i

怠

商

｝

必
要
ァ
ル
ト
キ
ハ
審
布
委
且
ノ
意
見
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

ー

資
料
瀕
渠
ノ
為
省
内
各
局
腺
二
文
部
時
報
報
告
尖
艮
ヲ
協
ク

要

一

文

部

時
報
報
告
委
員
ハ
各
部
局
課

ノ
理
事
官
、
屈
啜
託
等
ヲ
以
テ
之
二
充
ッ

]

必

要

二

應
ジ
直
轄
各
部
、
各
府
縣
共
ノ
他
ョ
リ
演
金
ヲ
求
ム
九
コ
ト
ヲ
柑

一四
発
行

本
時
報
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菊
版
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緑
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六
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四
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定

領
武
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シ
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阿
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日
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月

金

六

．

拾

錢

送

料

北

＾

六

ヶ

月

＾

中
参

岡

六

拾

錢

一

送

料

共

一

債

ー

ー

一

乙

一

一
ヶ

年

一
企

七

日

斌

拾

錢

よ

心

料

共

一

g

．時
培
刊
叉
は
培
大
整
芸
苫
節
は
別
に
代
l

余
申
受
け
ま
す
，

表
＄

斐
り
竺
ふ
~

金
に
駁
ひ
ま
す
前
⇔
切
れ

一

の
場
合
は
宏
本
い
た
し
ま
せ
ん

恩
袖
竺
頁
裂
磁
、
二
分
ノ
一
品
翡
、

鹿

一
四
分
ノ

一
頁
拾
八
卸
と
す

告

醤
頁
数
は
5

篇
侮
に
拾
参
頁
を
超
ゆ
る
こ
と

を
得
ず

竺

右

・
文
部
窃
餌
指
定
に
依
っ
た
も
詈
＇

（
第
在
七
八
況
）

昭
和
十
二
年
一
＿
一
月
九
日
印
崩
納
本

昭
和
十
二
年
・
三
月
十
一
口
没
行
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